
【企画財政部】 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

企画財政部デジタル戦略課 

行政会議資料 

 

オンライン申請手続の拡充に向けた取組について 

 

【概要】 

  守口市行政経営プランにおいて、市民サービス向上（来庁不要の推進）の観点から、オンラ

イン申請の拡充を図るため、以下２点の指針を定めています。 

 

 ・市民や事業者の利用率の高い行政手続を令和８年度までに 100%オンライン申請可能とする。 

（令和５年８月：92手続 令和９年３月 466手続） 

・誰もが手軽に使いやすい LINEによる申請を導入する。 

 

  これらを踏まえ、オンライン申請の拡充に向けた取組を更に進めますので、各所属におかれ

ましては、市民サービス向上のため行政手続のオンライン化により一層積極的に取り組んでい

ただきますようお願いします。 

 

【オンライン化対象の行政手続について】 

  令和５年８月に実施しました事務事業の総点検（手続等のオンライン化の推進調査）の結果

を分析し、「守口市行政手続オンライン化推進方針」及び「各所属が優先的に取り組むオンライ

ン化対象手続」を整理しました。 

  各所属におかれましては、これらに記載の優先順位の高い手続から、順次オンライン化に向け

た取組を進めてください。 

 ※各所属ごとの優先順位を示した資料等の詳細は、別途庁内掲示でお知らせします。 

 ＜参考＞ 

 

 

【LINE申請システムの導入について】 

  導入時期：令和６年７月１日から 

 内  容：誰もが身近に利用している LINEを活用することで、これまでよりも手軽に行政手

続をオンライン申請することができるようになります。 

 依頼事項：LINEを活用した行政手続申請システムの対象課を調査しますので、各所属におか

れましては、積極的に回答を行うようにお願いします。 

      ※LINEを活用した行政手続申請システムの対象課に対する調査については、別途庁

内掲示でお知らせします。 
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【環境下水道部】 

 

守口市におけるグリーン調達を推進する指針 

（概要） 

策定年月： 令和 6年 2月 

 

１．策定の背景 

 (1)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」において、地方公共団体は 

環境配慮物品等への需要の転換を図るよう努めることとされている。 

 (2)政府は、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする 

「カーボンニュートラルを目指す」とされている。 

(3)「第３期守口市地球温暖化対策実行計画」で、温暖化対策の目標の一つとして、グ

リーン購入の推進を掲げている。（2030年までに温室効果ガス４０％削減） 

 

２．グリーン調達の基本的な考え方 

 (1)物品等の適正量（消費抑制を考慮）の調達 

 (2)物品等の調達に際しての配慮事項 

  ・環境への負荷が少ない物品等の調達に努める。 

  ・「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」に基づく「基本方針」で定めら

れた物品の調達に努める。 

  ・エコマーク、グリーンマーク、国際エネルギースター、カーボンオフセット認証ラ

ベル製品の調達に努める。 

  ・「エコ商品ねっと」に該当する物品の調達に努める。 

 (3)公共工事に関する調達物品等への配慮 

 

３．推進体制 

  「第３期守口市地球温暖化対策実行計画」に定める推進体制を活用。 

  環境主管課は、本指針を円滑に実施するため、関係部局と連携し、必要な情報の収

集、整理及び提供を行う。 

 

 

※本編は 2月 5日付の庁内掲示板にて掲載し、環境対策課ライブラリに格納しています。 
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【環境下水道部】
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